
１　地域における農業の将来の在り方

（１）　地域計画の区域の状況
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④　区域内において、規模縮小などの意向のある農地面積の合計 46.2 ｈａ

⑤　区域内において、今後農業を担う者が引き受ける意向のある農地面積の合計 0.4 ｈａ

（参考）区域内における75才以上の農業者の農地面積の合計 110.6 ｈａ

　うち後継者不在の農業者の農地面積の合計 － ｈａ

（２）　地域農業の現状及び課題

主要となる農産物等
水稲、WCS、牧草、畜産、花き、ブルーベリー、

園芸作物（にんにく、トマト・きゅうり、ピーマン等）

世帯数 1,092 1,041 △ 51

就業人口(農業） 123 101 △ 22

項目 2010年 2020年 増減

人口 3,129 2,635 △ 494

（備考）④については現在農地を賃貸借を行っている面積を含む。

注１：①については、農業振興地域担当部局と調整の上、記載してください。
　 ２：②及び③については、農業委員会の農地台帳の面積（現況地目）に基づき記載してください。
 　３：④については、規模縮小又は離農の意向のある農地面積を記載してください。
　 ４：⑤については、区域内に特定することができない場合には、引き受ける意向のあるすべての農地面積を記載の上、
　  備考欄にその旨記載してください。
 　５：（参考）の区域内における○才以上の農業者の農地面積等については、できる限り記載するように努めてください。
 　６：「区域内の農用地等面積」に遊休農地が含まれている場合には、備考欄にその面積を記載してください。

【地域の現状】
　岩室・帆足地域では、町内の中心地に隣接する帆足地域と日出生地域に隣接する岩室地域と大きく２方面に区
分される。
　帆足地域では、玖珠川大きな水系に属する地域であるが、丘陵地に隣接する農地では、土地の地形条件により
水利確保に苦慮している。また都市計画用途地域と隣接しているため、住環境は住みやすいエリアであるため、農
業的土地利用と非農業的土地利用と調和による相乗効果が期待できるエリアである。
　岩室地域では、都市計画用途地域と日出生地域と隣接するエリアに分けられる。盆地型地形により多くの農地
は、中山間地域に位置している。そのため未整備圃場の存在や急傾斜地などの影響により、効率的な農業経営を
阻害する要因がある。岩室地域では、水稲の他に、花きや畜産業などの農業経営が行われており、高収益品目等
への取り組みが行われている地域である。

【地域の基礎データ】（国勢調査） （人・数）

注：「地域名」欄には、協議の場が設けられた区域を記載し、農林業センサスの農業集落名を記載してください。

区域内の農用地等面積（農業上の利用が行われる農用地等の区域）

①　農業振興地域のうち農用地区域内の農地面積

②　田の面積

③　畑の面積（果樹、茶等を含む）

市町村名
(市町村コード)

大分県玖珠町

(44626)

地域名
（地域内農業集落名）

岩室・帆足地域

（上の市・平・帆足本村・たかす・治別当・帆足本村・大畑・西・栄町・戸刈・影の木・坂口・室町・岩室本村・谷・乙師・十五駄・田代・相の迫・高橋）

地域計画

策定年月日 令和6年8月30日

更新年月日 ―

目標年度 令和１５年度



【地域での課題】
◆農業経営
　（収入～品目関連）
 ・米価を代表とする農産物が安いため、収入向上・生産意欲に繋がっていない。また特Aが米価格に反映されて
　いない。
 ・鳥獣被害による農産物の収量減による農業販売収入減が発生し、また対策などで多くの労力を要している。
 ・個人経営や個人所有の機械設備が多いため、補助事業活用要件に合致しないことが多く、将来の経営に対する
　 設備投資が行えない。また小規模農家に対する支援が手薄になっている。
 ・売上向上のために、出荷先を増やす取り組みが必要である。
 ・水田から園芸品目に転換し、園芸品目に適した土づくりを行ったものの、水張り要件などの制度変更により、
　 その対応に苦慮している。

　（支出～労働力・作業効率）
 ・コロナ禍やウクライナ情勢により、肥料や飼料など農業資材関係や農機具などがコスト増になり農家所得を
  圧迫している。また運送賃等による出荷手数料の増なども影響を及ぼしている。

 （農業収支）
 ・農業経営が不安定なため、専業農家での生活が厳しい状況である。
 ・水稲経営が多い状況の中で、水稲経営の将来的な展望を構築する必要がある。

 （自然環境）
 ・近年の異常気象により、農産物生産に苦慮している。

◆担い手、後継者
 ・高齢化により若手生産者・後継者が減少傾向にある。
 ・苦労等も多い産業であるが、モノを作る喜びや達成感を伝える必要がある。

◆農地・水路
　（圃場・水利管理)
 ・圃場面積が狭く、集団的農地が限られているため、農作業の作業効率低下をさせる要因となっている。
 ・担い手不足により、遊休農地や耕作放棄地が増加している。そのため農地集約を進める必要がある。
 ・傾斜地での圃場管理は、法面の草刈りや水利管理などに多くの労力を要する。
 ・水田を畑地化した時に、水漏れ等が発生するケースあり、園芸品目に適した圃場環境を整える必要がある。
 ・水稲作付け時期が同時期のため、水利下流に位置する圃場は、水張りに苦慮している。
 ・水路の老朽化及び水量が少ないため、圃場での水張り等に苦慮している。
 ・農道等の幅員が狭いため、コンバイン等を輸送する車輛が通行することができない。
 ・整備済みの圃場であるが、時間経過により効率的な運用に支障を来たしている。
 ・丘陵地近郊の圃場は、日当たりが悪く、また排水が悪いため農作業に支障を来たしている。

 ◆地域での暮らし・集落維持
 ・地域での共有の場などが不足しているため、集落共同作業などが困難な状況になりつつある。また
　どの農家が農業経営しているのか情報共有が行えていない。
 ・多くの圃場が鳥獣被害対策による柵で囲まれているため、集落景観が損なわれつつある。



（３）　地域における農業の将来の在り方（作物の生産や栽培方法については、必須記載事項）

　岩室・帆足地域の「強み」として、玖珠ICから近郊であり広域農道も整備され、基幹的道路からのアクセスが良好
であるため、農産物等の搬出は比較的良好である。また近隣には、「道の駅くす」などの直販施設もあり、地元の新
鮮な野菜や加工品の出荷など展開が行える環境にある。日出生地域と接する岩室地域では、広大な草地を利用
し、畜産業が営なまれている。また都市計画の用途地域と近接するエリアでは、住環境と農地保全の調和が求めら
れる地域である。
　一方で、丘陵地では水利確保が困難や未整備圃場の存在、農道等の幅員が狭いなど、農業経営の効率化を阻
害する要因が存在する。今後は、農地所有者の高齢化が見込まれることから、集団的圃場の有効活用を行うため
にも、中心的な担い手への集積と意欲ある個人経営農家への各種対策を行う必要がある。
　そのため「農業経営」の強化を基軸として、「農地集積・集約」と「担い手・後継者」を推進させ、集落内での暮らし
が今後も持続できる取り組みを行い、当該地域の実情に即した農業将来像を地域と行政・関係機関が共有し方向
性とする。

【農業経営】
 ・農業収入増加を目指すために、高単価で取引で行える販路開拓や先進地事例の研究、品目選定の取り組み
　 を行う。また農産物の高付加価値を高めるために、ブランド対策や６次化の取り組みを検討する。
 ・また玖珠IC及び道の駅の近郊であるため、食と農業を繋げた付加価値の向上となる取組みを進める。
 ・自然環境からの影響を緩和するために、温暖化に強い品種選定や施設園芸への取組みを関係機関と連携して
　進める。
 ・コスト低減の取り組みを行うために、堆肥や有機肥料、自家飼料の活用などを関係機関と連携して取り組み
　を進める。
 ・物流コスト等を含めてコスト低減対策を行うためにも、他産業との連携を関係機関と伴にに検討する。
 ・各生産者の属性を考慮し、規模拡大型農業や少量多品目農業など多様な経営手法を確立させる。また消費者
　視点の農産物生産に努め、有機農業の取組みを進める。
 ・肉用牛経営を安定させるために、飼養頭数の拡大、省力化機器の導入を推進させる。また地域ブランド化を
　進めるために全国和牛能力共進会への取組み、巡回指導などを強化する。
 ・農作業の省力化・効率化を行うために、自走式草刈機の導入など効率化・省力化に繋がる取り組みを検討
  する。また農機具等が安価で導入や貸出が行えるように、中古設備等の市場状況を勘案して、仕組みづくり
　を検討する。
 
【農地】
 ・今後の高齢化に伴い、農地貸出動向を調査し、意欲ある生産者へ貸付が行えるように農地マッチングや農地
　 バンクの取組み進める。また各種事業導入も行い、農地流動化への取組みを進める。
 ・今後の社会情勢や地域情勢を考え、活用する農地と保全管理する農地のゾーン設定を各地域の実情に応じ
　 検討を進める。
 ・作業効率が向上するように、地域実情に即した農地・農道・水路維持管理などを検討する。
 ・土地利用について住宅環境と農地が調和するように関係法令に基づき、適切に運用する。

【担い手・後継者】
 ・複合的な職業としてライフスタイルの確立が行えるように雇用創出と農業経営の安定化を推進させる。併せて
　今後の農業担い手となる兼業農家への対策を検討する。
 ・鳥獣被害対策を進めるために、地域内の人材での罠取得免許の検討や鳥獣被害対策事業の継続を行う。
　また地域の実情に応じた防止策の検討を進める。
 ・農業での生業が成り立つように農業モデルケースの確立を関係機関と連携して取り組みを行う。
 ・担い手不足を解消するため、地域内での農業法人の設立や意欲ある生産者の体質強化を推進させる。
 ・農作業の省力化・効率化を進め、週休二日や労働時間削減など、若者が働きやすい環境づくりを進める。
 ・新規就農者など地域外人材が安定的に農業経営が行えるように、受け入れ態勢と人材確保の取り組みを
　地域・行政がともに環境整備の取り組みを行う。
 ・将来の担い手となる若者に、農業の魅力を伝える取組みを進める。

【地域での暮らし対策】
　・地域での暮らしがより良くなるために、他分野との施策連携強化を行う。また各地域での課題事項などの
　 取り組みを進めるために、定期的に「協議の場」の設置を年次で行う。



２　農業の将来の在り方に向けた農用地の効率的かつ総合的な利用に関する目標

％

以下任意記載事項（地域の実情に応じて、必要な事項を選択し、取組内容を記載してください）

①鳥獣駆除対策及び防護柵設置を引き続き行うとともに、防護柵の適正管理を行う。また地域実情に併せて防護柵設置
の縮小など管理労力と保護すべき農地について創意工夫を行う。
②昨今の肥料高騰や高収益品目の取り組みを行うため、有機農業の導入を関係機関とともに検討を進める。
③圃場管理などの省力化や効率化を行うため、経営規模や作物、圃場状況に合致したスマート農業技術の導入を関係
機関と連携して検討する。
⑦中山間地域等直接支払制度や多面的機能支払交付金事業の活用により、地域一体となった保全・管理を行うととも
に、遊休農地は地域農業に即した利活用が行えるように検討する。

⑥燃料・資源作物等 ⑦保全・管理等 ⑧農業用施設 ⑨その他

【選択した上記の取組内容】

・地域内外で作業受託を事業体へ農作業の一部を委託することにより、農作業の効率化を図り、農業経営の維持及び遊
休農地の発生防止を図る。
・集落営農組織が中心となった玖珠町地域農業サポートセンターにより地域農業の維持と担い手対策を推進させる。

①鳥獣被害防止対策 ②有機・減農薬・減肥料 ③スマート農業 ④輸出 ⑤果樹等

・農地の貸し借りは農地中間管理機構の活用を促進し、担い手の経営意向に沿った農地の集積・集約化を段階的に進
めていく。また土地所有者の貸付意向を的確に把握し、農地借受け希望者へのマッチングを適切に進める。将来的には
当該地域での担い手が効率的な営農に繋がる経営農地の集約化を目指す。

（３）基盤整備事業への取組
・岩室・帆足地域では、基盤整備事業が行われている圃場はあるものの、山間地及び丘陵地に位置する圃場もあるため
未整備圃場も存在する。特に未整備圃場では、圃場面積が狭小であることなど作業効率が低下する状況でもある。その
ため野菜などの園芸品目の導入などの品目転換や単収及び品質の向上に向けた排水対策、その他にも大区画化（けい
畔除去）等の整備について地域の特性と実情に応じた対策を検討していく。
・農業用施設で丘陵地に位置する圃場などは、水路の老朽化や維持管理を行う労働力の低下が課題となっている。また
水量が少ないため、効率的な農作業などを阻害する要因となっている。そのため各地域の農村を守るため必要な水路等
の改修、実情に即した対策及び水量確保の検討等を行い、施設の長寿命化を図り、農業用水の安定的な供給を確保す
る。

（４）多様な経営体の確保・育成の取組
・新規就農者や集落営農組織、年齢による属性など多くの担い手パターンがある中で、当該地域で最適な仕組みづくりを
実施する。
・本町の状況として専業農家より兼業農家が多い状況であるため、複合的な職業としてライフスタイルの確立が行えるよ
うに雇用創出と農業経営の安定化を推進させる。
・認定農業者などの地域内の後継者育成や、移住定住・関係人口の創出など外部からの人材確保を図る。また域外定
住では、地域住民と連携して行い、集落で住みやすい環境づくりを共に行う。
・今後の農業経営体の動向に注視し、地域内での経営体育成及び効率的な農業を行うため、法人設立等の検討を行う。
・集落営農組織が中心となった玖珠町地域農業サポートセンターにより地域農業の維持と保全、担い手対策を推進させ
る。

（５）農業協同組合等の農業サービス事業体等への農作業委託の取組

（３）農用地の集団化（集約化）に関する目標

　当該地域では、整備済み圃場と未整備圃場が混在している地域である。また多くの農地が丘陵地等に位置しているた
め、農地維持管理に多くの労力を要する。そのため地域実情や作付け品目に応じた効率的な農用地の集団化を推進さ
せる。

３  農業者及び区域内の関係者が２の目標を達成するためとるべき必要な措置

（１）農用地の集積、集団化の取組
　地域の中心となる経営体の育成を図るとともに、利用権設定を行う場合は、新たな担い手を中心に集積・集約化を進め
る。今後貸付希望農地が増加する見込みであるため、第１に集積の取組みを行い、その後に集約化を加速させる。また
本地域での適した農地確保を農地利用最適化推進委員と農地相談員と調整し、農地バンクを通じて進める。

（２）農地中間管理機構の活用方法

・農地中間管理機構を活用し、認定農業者、新規就農者、基本構想水準到達者及び意欲ある生産者などを中心に団地
面積の拡大を進める。また農地配分など効率的な農作業・作付け推進等が行えるように、地域の実情に応じた対応を進
めていく。
・圃場条件により、高収益作物への転換を図り、農業の作付け品目、作物の育成などに合致した集積・集約を図る。

（２）担い手（効率的かつ安定的な経営を営む者）に対する農用地の集積に関する目標

現状の集積率 3.2 ％ 将来の目標とする集積率 17.6

（１）農用地等の効率的かつ総合的な利用に関する方針



４　地域内の農業を担う者一覧（目標地図に位置付ける者）
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ha ha ha － ha 13 圃場は綾垣地区等

ha ha ha － ha 14

ha － ha ha － ha 15

ha － ha ha － ha 16

ha ha ha 25.0 ha 17

ha ha ha － ha 18

ha ha ha － ha 19

ha ha ha － ha 20

ha ha ha － ha 21

ha ha ha － ha 22

ha ha ha － ha 23

ha ha ha － ha 24

ha ha ha － ha 25

ha ha ha － ha 26

ha ha ha 25.0 ha計 26経営体 43.6 25.0 43.6
注１：「属性」欄には、認定農業は「認農」、認定新規就農者は「認就」、法人化を行うことが確実であると市町村が判断する
　　集落営農は「集」、基本構想水準到達者は「到達」、農業協同組合は「農協」、農業支援サービス事業体（農協を除く）は
　　「サ」、上記に該当しない農用地等を継続的に利用する者は「利用者」の属性を記載してください。
　２：「経営面積」「作業受託面積」欄には、地域計画の対象地域内における農業を担う者の経営面積、作業受託面積
　　を記載してください。
　３：農業を担う者に位置付ける場合は、できる限りその者から同意を得ていること。
　４：作業受託面積には、基幹３作業の実面積を記載してください。なお特定農作業受託面積は、作業受託面積に含めず、
　　経営面積に含めてください。
　５：備考欄には、農業を担う者として位置付けられた者に不測の事態に備えて、代わりに利用する者を記載するよう努め
　　てください。

1.0
到達 水稲等 0.7 － 水稲等 0.7

到達 水稲等 1.0 － 水稲等

0.9
到達 水稲等 0.8 － 水稲等 0.8

到達 水稲等 0.9 － 水稲等

1.8
到達 水稲・園芸等 1.9 － 水稲・園芸等 1.9

到達 水稲等 1.8 － 水稲等

1.7
到達 水稲・園芸等 1.9 － 水稲・園芸等 1.9

到達 水稲等 1.7 － 水稲等

2.1
到達 水稲等 2.0 － 水稲等 2.0

認農 水稲等 2.1 25.0 水稲等

認農 畜産等 1.0 畜産等 1.0

認農 水稲等 2.0 水稲等 2.0

－
認農 園芸 0.2 － 園芸 0.2

認農 園芸・水稲等 － － 園芸・水稲等

－
認農 果樹 － － 果樹 －

認農 園芸 － － 園芸

2.8
認農 畜産 － － 畜産 －

認農 畜産・水稲等 2.8 － 畜産・水稲等

3.4
親就

認農 畜産・水稲等 3.4 － 畜産・水稲等

4.4
親就

認農 畜産・水稲等 2.4 － 畜産・水稲等 2.4

認農 畜産・水稲等 4.4 － 畜産・水稲等

4.7
認農

認農 畜産・水稲等 4.7 － 畜産・水稲等

認農 畜産・水稲等 1.9 － 畜産・水稲等 1.9

認農

認農 花き・水稲等 2.5 － 花き・水稲等 2.5

認農

認農 花き・水稲等 0.8 － 花き・水稲等 0.8

認農

認農 園芸・水稲等 1.2 － 園芸・水稲等 1.2
認農 花き・水稲等 1.5 － 花き・水稲等 1.5

属性
農業を担う者
（氏名・名称）

現状
10年後

（目標年度：令和 年度）

経営作目等 経営面積
作業受託

面積
経営作目等 経営面積

作業受託
面積

目標地図
上の表示

備考



５　農業支援サービス事業体一覧（任意記載事項）

６　目標地図（別添のとおり）

７　基盤法第22条の３（地域計画に係る提案の特例）を活用する場合には、以下を記載してください。

注１：「農用地所有者等」欄には、区域内の農用地等の所有者、賃借人等の使用収益権者の数を記載してください。
注２：「うち計画同意者数」欄には、同意者数を記載してください。
注３：提案する地区の対象となる範囲を目標地図に明記してください。

（留意事項）
　農業を担う者の氏名等特定の個人が識別される情報が含まれることから、公表する場合やその他施策のために利用する場
合等は、本人の同意を得る等個人情報の取扱いに留意してください。
　必要に応じて区域内の農用地の一覧を参考として添付してください。

農用地所有者等数（人） ― うち計画同意者数（人・％） ―

番号
事業体名

（氏名・名称）
作業内容 対象品目

サ 田植・稲刈・乾燥精米 水稲


